
公益財団法人沖縄県スポーツ協会競技力向上 

対策事業補助金交付要綱 

 (趣旨) 

第１条 公益財団法人沖縄県スポーツ協会理事長(以下「理事長」という。)は、本県スポーツの振興と県

民の健康、体力の増進を図るため、公益財団法人沖縄県スポーツ協会に加盟し、かつ、国民スポーツ大

会開催競技団体、沖縄県中学校体育連盟が行う競技力向上対策事業に要する費用に対し、この要綱の示

す範囲内で補助金を交付するものとする。 

 

(補助対象団体及び補助事業経費等) 

第２条 補助対象団体・事業細目・補助対象経費は、別表１のとおりとする。 

 

(補助金の交付申請) 

第３条 この補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書（第1号様式）に次の各号に掲げる

書類を添えて、事業に着手しようとする日の２０日前までに理事長に提出しなければならない。ただし、

理事長が特に必要と認めるときは、その提出期限を変更することができる。 

(１)事業計画書 

(２)収支予算書 

(３)その他会長が必要と認める書類 

 

(補助金の交付決定) 

第４条 理事長は、前条により補助金交付申請書の提出があった場合はその内容等を審査し、補助金を交

付することが適当であると認めたときは補助金の交付額を決定し、補助金交付決定通知書（第２号様式）

により、その旨を申請者に通知するものとする。 

 

(補助金の請求及び交付) 

第５条 前条の規定による通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、補助金の請求をしようとす

るときは、補助金請求書(第３号様式)を理事長に提出しなければならない。 

２ 理事長は、前項の規定による書類の提出があったときは、その内容を審査し適当と認めたときは補助

金を交付する。 

３ 補助事業者から補助金の概算払いの請求があった場合には、概算で支払うことができるものとする。 

 

(計画変更の承認) 

第６条 補助事業者は、補助事業の内容を変更する場合は、補助事業計画変更承認申請書（第４号様式）

を理事長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる軽微な変更に

ついては、この限りではない。 

(１)補助金の額に影響を及ぼさない範囲内で事業内容の変更をする場合 

(２)事業細目ごとに配分された補助対象経費を細目間において２割以内の変更をする場合 

 

(補助金の中止又は廃止) 

第７条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、補助事業の中止（廃止）承認



申請書(第５号様式)を理事長に提出し、その承認を受けなければならない。 

 

(補助事業の遂行) 

第８条 補助事業者は、補助金交付の目的及び交付決定の内容並びにこれに付した条件に従い善良な管理

者の注意をもって補助事業を遂行しなければならない。 

 

(実績報告) 

第９条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から起算して３０日を経過した日又は、年度

末のいずれか早い日までに補助金実績報告（第６号様式）を理事長に提出しなければならない。 

 

(補助金額の確定) 

第 10 条 理事長は、前条により報告を受けた場合、報告書の書類審査及び必要に応じて現地調査等を行

い、補助事業の実績が補助金の交付決定の内容、及びそれに付した条件に適合すると認めたときは、補

助金の額を確定し、補助事業者に通知する。（第７号様式） 

 

(決定の取消し) 

第 11 条 理事長は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用をし、その他補助金の交付決定の内容又はこ

れに付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

２ 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるもの

とする。 

 

(補助金の経理) 

第 12 条 補助事業者は、補助事業についての収支簿を備え、他の事業と区別できるよう補助事業の収入

額及び支出額を記載し、補助金の使途を明らかにしておかなければならない。 

２ 補助事業者は、前項の支出額については、その支出内容を証する書類を整備し、前項の収支簿ととも

に補助事業完了の日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

 

(要綱の変更) 

第13条 この要綱は、理事会の承認を得て変更することができる。 

 

附  則 

１ この要綱は、昭和６３年４月１日から施行し、昭和６３年度予算から適用する。 

２ この要綱は、平成１６年４月１日から施行し、平成１６年度予算から適用する。 

３ この要綱は、平成２３年５月１２日から施行し、平成２３年度予算から適用する。 

４ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

５ この要綱は、令和 ２年４月１日から施行する。 

５ この要綱は、令和 ６年６月１９日から施行する。 

 


